
社団 法人 漁業信用基金中央会役員報酬規程  

 

 制   定   平成１４年  ５月２９日    

 一部改正   平成１５年１１月１８日    

 一部改正   平成１６年  ５月１９日    

 一部改正   平成１７年１１月３０日    

 一部改正   平成１９年１２月  ４日    

 一部改正   平成２０年  ３月１３日    

 一部改正   平成２２年  ３月１１日    

 

 

（総  則 ）  

第  １  条  社団 法人 漁業 信用基金中央会（以下「中央会」という。）の役  

 員の報酬に 関す る事 項は 、別に定めるもののほか、この規程の定めると  

ころによ る。  

 

（報  酬）  

第  ２  条  総会 の議 決を 経て報酬を支払うことができる役員は、 会長、  

専務理事 、常 勤理 事（ 常務理事、以下同じ。） 及び員外監事とする。  

２  前項 の報 酬は 、会 長及 び専務理事については経常報酬とし、常勤理事

について は経 常報 酬及 び通勤手当とし、員外監事については経常報酬と

する。  

３  会長 、専 務理 事、 常勤 理事及び員外監事の経常報酬の額は、次に定 め

る額の限 度内 で、 総会 において決定する。  

（１）会   長    ３， ６００，０００円  

（２）専 務理 事    ５， ２５０，０００円  

（３）常 勤理 事   １ １， ５００，０００円  

（４）員 外監 事      １９２，０００円  

 

（会長、 専務 理事 及び 常勤 理事の経常報酬）  

第  ３  条  会長 、専 務理 事及び常勤理事の経常報酬の月額は、総会で定  

めた額を １２ で除 した 額とする。ただし、その額に百円未満の端数が生  

じたとき はこ れを 切り 下げ、その端数調整は、年度末に属する月の月額  

で行うも のと する 。  



２  経常 報酬 の月 額の 支給 日は、毎月１回、その月の１６日に全額支給す  

る。ただ し、 その 日が 休日にあたるときは、前日に繰り上げ、その繰り  

上げた日 が休 日に あた るときはさらに繰り上げた日とする。なお、繰り  

上げた日 が１ ４日 とな る場合でかつ休日にあたるときは、１７日に繰り  

下げた日 とす る。  

３  新た に会 長、 専務 理事又は常勤理事となった者には、総会で定めた額  

の範囲内 でそ の日 から 経常報酬を支給する。  

４  会長 、専 務理 事又 は常 勤理事が退任したときは、その日まで経常報酬  

を支給す る。  

５  前２ 項の 規定 によ り経 常報酬を支給する場合であって、その経常報 酬  

を支給す る期 間が 月の 日数に満たないときは、総会で定めた額を基礎と  

して日割 によ って 計算 した額とする。  

６  前項 の額 の支 給日 は、 第２項に規定する日とする。ただし、その日 が  

経過した とき は、 翌月 の支給日とする。  

７  経常 報酬 の支 給額 は、 その月額の全額から租税公課、社会保険の個 人  

負担金及 びこ れら に準 ずるものを控除した金額を原則現金で支給する。  

８  会長 、専 務理 事又 は常 勤理事が死亡したときは、その死亡の日の属す  

る月の経 常報 酬の 月額 の全額を支給する。  

９  会長 、専 務理 事又 は常 勤理事が死亡したときの経常報酬の支給日は、  

第２項の 規定 にか かわ らず、死亡した日から原則１月以内とする。  

 

（常勤理 事の 通勤 手当 ）  

第  ４  条  通勤 手当 は、常勤理事が通勤のため有料の交通機関を利用（利  

用距離１ キロ メー トル 以上の場合に限る。）する場合に ６箇月の運賃等の

額に相当 する 額に より 支給する。  

２  新た に常 勤理 事と なっ た者の通勤手当は、就任の日から日割により 支  

給する。 また 、月 の途 中で順路又は交通機関の変更等による通勤手当の  

額の変更 は、 その 事実 の届出のあった翌月から支給する。  

３  前２ 項に 規定 する もの のほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改 定  

その他通 勤手 当の 支給 に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

４  通勤 手当 の支 給日 は、 経常報酬の支給日に準ずる。  

 

 

 



（員外監 事の 経常 報酬 ）  

第  ５  条  員外 監事 の経 常報酬の月額は、総会で定めた額を１２で除し  

た額とす る。 ただ し、 その額に百円未満の端数が生じたときは、第３条  

第１項た だし 書の 規定 を準用する。  

２  経常 報酬 の月 額の 支給 日は、４月から９月までのそれぞれの月額を合  

算した額 を９ 月１ ６日 に、１０月から翌年３月までのそれぞれの月額を  

合算した 額を ３月 １６ 日にそれぞれ全額支給する。ただし、その日が休  

日にあた ると きは 、第 ３条第２項ただし書の規定を準用する。  

３  新た に員 外監 事と なっ た者には、総会で定めた額の範囲内でその日 か  

ら経常報 酬を 支給 する 。  

４  員外 監事 が退 任し たと きは、その日まで経常報酬を支給する。  

５  前２ 項の 規定 によ り経 常報酬を支給する場合であって、その経常報酬  

を支給す る期 間が 月の 日数に満たないときは、総会で定めた額を基礎と  

して日割 によ って 計算 した額とする。  

６  前項 の額 の支 給日 は、 第２項に規定する日とする。ただし、その日 が  

経過した とき は、 翌月 の支給日とする。  

７  経常 報酬 の支 給額 は、 第２項に規定する合算した額から租税公課及 び  

これに準 じる もの を控 除した金額を支給する。  

８  員外 監事 が死 亡し たと きは、その死亡の日の属する月の経 常報酬の 月  

額の全額 を支 給す る。  

９  員外 監事 が退 任又 は死 亡したときの経常報酬の支給日は、第２項の 規  

定にかか わら ず、 退任 又は死亡した日から原則１月以内とする。  

 

（施行細 則）  

第  ６  条  役員 の報 酬の 支給手続きその他この規程の施行に関し必要 な  

事項は、 会長 が別 に定 める。  

 

 

附   則 〔平 成１ ４年５月２９日平成１４年度第１回理事会〕  

 この規 程は 、平 成１ ４年 ６月２８日から施行する。  

 

附   則 〔平 成１ ５年１１月１８日平成１５年度第２回理事会〕  

 この規 程は 、平 成１ ５年 １１月１８日から施行する。  

 



附   則 〔平 成１ ６年５月１９日平成１６年度第１回理事会〕  

 この規程は 、平 成１ ６年 ４月１日から施行する。  

 

附   則 〔平 成１ ７年１１月３０日平成１７年度第２回理事会〕  

 この規 程は 、平 成１ ７年 １２月１日から施行する。  

 

附   則 〔平 成１ ９年１２月４日平成１９年度第２回理事会〕  

 この規 程は 、平 成１ ９年 １２月４日から施行する。  

 

附   則 〔平 成２ ０年３月１３日平成１９年度第３回理事会〕  

 この規程は 、平 成２ ０年 ４月１日から施行する。  

 

附   則 〔平 成２ ２年３月１１日平成２１年度第３回理事会〕  

 この規程は 、平 成２ ２年 ７月１日から施行する。  



社 団 法 人 漁 業 信 用 基 金 中 央 会 役 員 退 職 給 付 金 支 給 規 程  

 

  制   定  昭 和 ５ ０ 年  ４ 月 ２ ４ 日    

  一 部 改 正  平 成 １ １ 年 １ ２ 月  ３ 日    

  一 部 改 正  平 成 １ ６ 年  ５ 月 １ ９ 日    

  一 部 改 正  平 成 ２ ０ 年  ３ 月 １ ３ 日    

 

 

第  １  条  社 団 法 人 漁 業 信 用 基 金 中 央 会 に 常 勤 す る 役 員 が 退 職  

し た と き は 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ り 退 職 金 を 支 給 す る 。  

 

第  ２  条  常 勤 役 員 の 退 職 金 は 、当 該 役 員 が 退 職 し た 場 合 は 本 人  

に 、 ま た は そ の 者 が 死 亡 し た 場 合 は そ の 遺 族 に 支 給 す る 。  

２  前 項 の 遺 族 お よ び そ の 順 位 に つ い て は 遺 族 補 償 に 関 す る 労 働  

基 準 法 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

第  ３  条  常 勤 役 員 の 退 職 金 の 額 は 、退 職 ま た は 死 亡 時 に お け る  

年 経 常 報 酬 の １ ２ 分 の １ の 額 の １ ．５ 倍 の 額 に 勤 続 年 数 を 乗 じ た  

金 額 と す る 。  

た だ し 、勤 続 期 間 が ２ 期 以 上 に わ た る 者 に 対 し て は 、別 表 に か  

か げ る 率 に よ り 増 額 す る も の と す る 。  

 

第  ４  条  勤 続 期 間 は 本 会 に 役 員 と し て 就 任 し た 日 か ら 退 職 ま  

た は 死 亡 し た 日 ま で の 期 間 を 通 算 す る 。た だ し 、勤 続 期 間 １ 年 未  

満 の 端 数 月 が あ る 場 合 は 、月 割 を も っ て 計 算 し 、１ ケ 月 未 満 の 端  

数 は １ ケ 月 と す る 。  

 

第  ５  条  常 勤 役 員 の 退 職 金 の 支 払 に あ て る た め 、毎 年 ３ 月 ３ １  

日 に 役 員 退 職 積 立 金 を 積 立 て る も の と す る 。  

２  前 項 の 積 立 金 は 第 ３ 条 に よ り 計 算 し て 得 た 額 の 範 囲 内 と す る 。 

 

第  ６  条  常 勤 役 員 の 退 職 金 は 、原 則 と し て 退 職 の 日 か ら １ ケ 月  

以 内 に 支 給 す る も の と す る 。  

 



第  ７  条  こ の 規 程 に 定 め な い 事 項 に つ い て は 、そ の 都 度 理 事 会  

で 決 定 す る 。  

 

 

 

  附   則 〔 昭 和 ５ ０ 年 ４ 月 ２ ４ 日 昭 和 ５ ０ 年 度 第 １ 回 理 事 会 〕 

 こ の 規 程 は 、 昭 和 ５ ０ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

 

附   則 〔 平 成 １ １ 年 １ ２ 月 ３ 日 平 成 １ １ 年 度 第 ３ 回 理 事 会 〕 

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附   則 〔 平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ ９ 日 平 成 １ ６ 年 度 第 １ 回 理 事 会 〕 

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附   則 〔 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 １ ３ 日 平 成 １ ９ 年 度 第 ３ 回 理 事 会 〕 

 こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



 

別   表  

 

   
 

在 職 期 数  
 

 
増  額  率  

 
 

１期まで 
 

 
な    し  

 
 

２期まで 
 

 
１ ０ ０ 分 の  ５  

 
 

３期まで 
 

 
１ ０ ０ 分 の １ ０  

 
 

４期まで 
 

 
１ ０ ０ 分 の １ ５  

 
 

５期まで 
 

 
１ ０ ０ 分 の ２ ０  

 
 

６期以上 
 
１ ０ ０ 分 の ２ ５  

 

 

 

 

 

 

 


